
令和６年６月

この度、東京法務局では、港区新橋五丁目及び六丁目、西新橋三丁目の地区にお
いて、精度の高い地図（不動産登記法第１４条第１項に定める地図）を作成するこ

ととしました。
つきましては、本事業の目的等をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い

いたします。

☆ 地図作成の目的

現在、法務局に備え付けている地図の多くは、明治時代に作成され、土地の
形状や境界（筆界）が不正確なものが多い状況にあります。このような理由か
ら、道路・下水道整備などの公共事業、土地や建物の売買などの不動産取引、
あるいは災害復旧等に問題が生じています。
そこで、東京法務局では、これらの問題を解決することを目的として、土地

一筆ごとの境界（筆界）を確認の上、測量を行い、現地に境界点（筆界点）を
正確に再現できる精度の高い地図を作成することとしました。

☆ 地図作成のメリット

□ 国が測量費用を負担します。
□ 各筆の土地の位置・境界を特定することから、境界（筆界）に関する紛
争を未然に防止することができます。この結果、安全な土地取引や、円滑
な不動産担保融資等にも資することができます。

□ 各土地の境界点（筆界点）が「公共基準点」に基づく現地復元性のある
公共座標値を保持することにより、災害等で土地の位置や区画が不明確と
なっても、境界点（筆界点）を復元することが可能となり、迅速な復興が
期待できます。

□ 地図のほか、境界点（筆界点）の公共座標値を記録した地積測量図も備
え付けるため、境界標識が亡失した場合でも復元することが可能です。

☆ 作業対象地区＜港区新橋五丁目ほか地区（0.24㎢）＞

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R5Hs614」

☆ 作業期間等
作業期間：令和６年７月から令和８年３月まで
計画機関：東京法務局 作業機関：未定

☆ お問合せ
東京都港区東麻布２－１１－１１ 東京法務局港出張所３階
東京法務局民事行政部不動産登記部門 港現地事務所

電 話 ０３－３５６０－７０５０
業務時間 午前９時～午後５時（土日祝日、年末年始は除く）
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